
　
１
月
25
日
、
比
布
中
央
学
校

武
道
場
で
『
君
の
夢
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
卓
球
部
編
』
が
行
わ
れ
、

卓
球
部
員
ら
９
人
が
参
加
し
ま

し
た
。

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ス

ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
の「
プ
ロ
」

の
指
導
や
講
話
を
通
じ
て
、
子

ど
も
た
ち
に
「
本
物
」
を
体
験

し
て
も
ら
う
取
り
組
み
で
す
。

　
今
回
は
、
本
町
出
身
で
現
在

は
札
幌
大
学
卓
球
部
に
所
属
す

る
平
岡
稜
真
さ
ん
と
、
同
大
学

卓
球
部
の
伊
勢
谷
直
輝
さ
ん
を

を
講
師
に
迎
え
、
技
術
指
導
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
は
じ
め
に
、
ラ
リ
ー
を
30
回

以
上
続
け
る
こ
と
を
目
標
に

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
を
開

始
。
平
岡
さ
ん
は
「
利
き
手
の

方
の
足
の
股
関
節
に
力
を
入
れ

る
の
が
コ
ツ
。
肩
幅
ぐ
ら
い
に

足
を
開
け
ば
軸
が
安
定
し
て
細

か
く
動
く
こ
と
が
で
き
る
」
と

ア
ド
バ
イ
ス
。

　
そ
の
後
、
基
本
と
な
る
フ
ォ

ア
ラ
リ
ー
と
バ
ッ
ク
ラ
リ
ー
を

行
い
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
希
望

の
あ
っ
た
フ
ォ
ア
ド
ラ
イ
ブ
の

コ
ツ
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ

く
こ
と
に
。

　
伊
勢
谷
さ
ん
は
「
ボ
ー
ル
を

早
く
飛
ば
す
た
め
に
は
、
肩
と

腰
、
足
が
同
じ
動
き
を
し
て
い

る
か
ど
う
か
が
大
切
」
と
指
導

し
ま
し
た
。

　
約
２
時
間
の
指
導
後
、
平
岡

さ
ん
と
伊
勢
谷
さ
ん
に
よ
る
模

擬
試
合
が
行
わ
れ
、
現
役
選
手

の
本
番
さ
な
が
ら
の
ラ
リ
ー
で

子
ど
も
た
ち
を
圧
倒
。
技
術
的

な
コ
ツ
に
加
え
て
二
人
の
情
熱

を
間
近
で
感
じ
、
充
実
し
た
時

間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　
卓
球
部
員
の
笠
羽
幸
斗
さ
ん

（
７
年
生
）
は
、「
二
人
と
も
優

し
い
指
導
で
と
て
も
分
か
り
や

す
か
っ
た
の
で
、
次
回
も
ぜ
ひ

来
て
ほ
し
い
。
二
人
の
よ
う
な

強
い
選
手
に
な
り
た
い
」
と
話

し
ま
し
た
。

札幌大学卓球部

平岡 稜真 さん
本町出身で、小学５年生から卓
球を始める。令和３年北海道秋
季学生卓球選手権大会ではシン
グルス・ダブルス・団体で三冠
を達成。今年の全日本卓球選手
権大会に出場するなど、札幌大
学卓球部のエースとして活躍。
平成 14 年生まれの大学４年生。

１_ バックハンドで打つ際のラケット角度について説明　
２_ 手本を見せながら早いボールを打つコツを伝える　
３_ 教わったことを実践する部員　４_ 二人の試合本番
さながらの雰囲気に息をのむ部員　５_ 実技指導後に設
けられた質問コーナーで二人に質問する部員たち

４

３ ２ １

札幌大学卓球部

伊勢谷 直輝 さん
平岡さんと同じく札幌大学卓球
部に所属し、各種大会で好成績
をおさめている。平成 15 年生ま
れの大学３年生。小樽市出身。

５

スポーツや文化活動に打ち込む
子どもたちの
夢をかなえるプロジェクト

ー 比布中央学校卓球部 編 ー
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まちからのお知らせまちからのお知らせ
医療制度・補助事業・税情報など、町から特にお伝えしたい大切な情報です。

今月の

※各課の電話番号は２ページに掲載問＝問い合わせ先 ☎＝電話番号

　「
住
民
票
」
は
、
住
ん
で
い
る
居
住
地
の
証
明
や
選
挙
、
年
金

な
ど
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
基
に
な
る
も
の
で
す
。
引
っ
越
し
を
す
る

と
き
は
、
住
民
票
の
異
動
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
し
ま
し
ょ
う
。

住
民
登
録
の
届
け
出
を

お
忘
れ
な
く

01
■引っ越しした際の手続き

種　類 届出の時期 持参するもの

転入届
住み始めてから 14 日以内
※住み始める前に手続きする
　ことはできません

・本人確認書類（運転免許証など）
　※なりすましや不正な届出・請求を防ぐ
　　ため、住民登録や証明書発行の際は
　　「本人確認書類」の提示をお願いします。

・（お持ちの方は）マイナンバーカード
　または住基カード
・転出証明書（転入する場合）
・委任状（代理人が手続きする場合）
・印鑑や保険証、各受給者証など（必要に
　応じて）

転出届
転出する前または
転出してから 14 日以内

転居届
町内で転居してから
14 日以内

●住民票などの交付を制限できます
　DV（配偶者などからの暴力）やストーカー、児童虐待などの被害者を保護するため
の支援措置として、住民票および戸籍の附票は、被害者からの申し出により警察な
どの公的機関に状況確認の上、交付を制限することができます。
　また、加害者から離婚届などの戸籍届書の記載事項証明書などの請求があった場
合、あらかじめ申込書を提出することで、届書に記載してある住所や電話番号など
を知られないようにすることができます。

●マイナンバーカードをお持ちの方が引っ越しされた場合
　住所が変更されたら、マイナンバーカードの住所変更と継続利用手続きが必要で
す。転入届出日から 90 日間経過しても継続利用手続きをしなかった場合は、マイナ
ンバーカードが失効しますのでご注意ください。

手続きできる方 持参するもの
マイナンバーカードの継続利用が

できなくなる場合
手続きできずに
失効した場合

・本人
・同一世帯員
・代理人

・マイナンバーカード
・交付時に設定した暗証
　番号
・来庁者の本人確認書類
　（同一世帯員または代理
　人が手続きする場合）

・転入の届出をした日から 90 日が経過
　している
・前住所地で届出した転出予定日から
　転入の届出をしないまま 30 日が経過
　している
・転入の届出をした日が、住み始めた日
　から 14 日が経過している

マイナンバー
カードを返納
し、再交付申請
をお願いします

税
務
住
民
課

税
務
住
民
室
戸
籍
年
金
係

問
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